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トータルサポート活動の推進へ
　新春を迎え、看護協会の発足当時から描いた「看護専門職能団体としての位置付けの確立」
が確かなものに成っている姿に、新たな光を感じている。
　超高齢社会へと変革しつつある今、高齢になっても住み慣れた場所での暮らしを望む人々を
生活者として支援する包括ケアの推進が求められている。その実現のためには、保健・医療・
福祉・教育などの関係者が共有し活動できる土台づくりのシステム構築、専門職者の育成など
有機的な連携が求められている。この活動の核となる専門職能団体として山梨県看護協会が位
置付けられている。
　2017年度から山梨県の委託を受けて全国に先がけ、トータルサポートマネジャー養成事業が
開始された。山梨に住んで良かったと思える郷土づくりに貢献している看護協会の発展を心か
らお祈りしたい。

　平成31年、平成最後の新年を迎えました。
　皆さまには、明るく・楽しい・前向きで希望に満ちた新年をお迎えのことと存じます。
　昨年の総会以後、皆さまのご理解とご協力のもと計画に基づく事業を推進することが
できており、感謝いたします。
　定款に定める事業に重点事業を設け、また新しい内容を組み入れて実施しています。中でも、次の事項につ
いては成果を上げつつあるのではないかと考えています。　　　　　　
①ＴＳＭ(トータルサポートマネジャー)二期生の養成と一期生の活躍
②めざせ安産・ラクラク子育て・助産師の知恵袋事業『母と子の幸せのために』の知識・技術の伝授・相談等
　の子育て支援（p3「母子保健事業と支援関係機関との連携」参照）
③県政トーク「GOTO知事がいく」参加による看護協会の活動の周知と事業化
④「福祉施設に働く看護職交流会」開催による立場の理解と協力体制の構築
⑤訪問看護事業等についての将来構想検討による事業推進の方向性の確認 
⑥フェイスブックの活用による広報、看護協会事業の周知  ⑦会員のための特典の開発と有効利用
⑧看護協会事務局事務室の交換移動による利活用の拡大等です。
　これらの事業は多くの会員、県内に働く看護職の皆さまにご尽力いただき成り立っています。多くの仲間と
ともに、公益社団法人として責務を果たしながら、公益認定8年目を迎えます。これまでの経験を糧に、県内
に働く看護職者へ、県民の皆さまへ還元できますように、役割を果たしてまいります。
　昨年11月には念願の会員5700人を突破し、さらに次を目指して、皆さまにご協力をお願いしているところ
です。看護協会活動は多くの会員がいて、より良い、より多くの活動が推進出来るものです。県内に就労する
一人でも多くの看護職の皆さまに入会していただき共に学び、質の高いケアの実践・提供ができますように共
に頑張りましょうとお願いし、期待しております。
　皆さまは、どのような新年をお迎えでしょうか。平成最後の正月、臨床で患者さんと共に新年を迎えられた
方、新年早々勤務の方、お休みでご家族 ( 愛犬・愛猫 ) と過ごされた方、さまざまと思います。私は先輩の教
え『過去と他人は変えられない』を思い起こし「変えようではなく、相手を知って」次に進むことを大切に取
り組んでいこうと改めて考えています。皆さまはどのようなことに想いを馳せられていますか。
　時の流れは止められませんが、一刻一刻を大切にしながら、新しい年を過ごしていきたいと思います。
皆さまにとってより良い年になりますようにお祈りいたします。本年もよろしくお願いいたします。

会長公益社団法人 山梨県看護協会 古屋玉枝
新しい年に向かって・・・

　少子・超高齢・多死社会における保健・医療・福祉
体制の再構築は、私たち看護職が立ち向かってい
くべき大きな課題です。今回は、「産後うつ」予防
のための、国の制度を利用した産婦健診費用の助
成を県下で一番早く実施した富士河口湖町の取り
組みを紹介します。

富士河口湖町 子育て支援課
母子保健課係 
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　産後健診開始前は、町の地区担当保健師の新生
児訪問でエジンバラ検査を実施していました。9点
以上は、保健師が産婦の「赤ちゃんの泣き声にイ
ライラする。わけもなく泣けてしまう等」の不安
感を聴き、産婦の協力者の確認をしましたが、保
健師として医療機関への紹介にまでは至らず産婦
の関わり方に不安がありました。
　わが町ではいち早く、平成26年度新生児聴覚検
査・多胎の妊婦健診（4回）平成29年度産婦健診（2
回）の助成事業を実施しました。これらの事業が
できたのは、わが町にある山梨赤十字病院の小児
科・産婦人科医師・助産師と「安心・安全に出
産・育児できる母体管理と健やかな子供たちの成
長のため」にどのような母子保健サービスが必要
なのかを話し合い、共通理解ができたことです。
　更に、助産師・地域連携室の看護師のタイム
リーな連携は、早期支援のために重要な役割でし
た。これは、妊娠期・出産・産褥期の一連の過程
を通し町の母子保健事業と病院の健診・医療支援
をつなげながら妊産婦への支援を統一して出来た
ことです。
　その一連の支援は、町の母子保健事業のスター
トである妊婦相談（母子健康手帳交付）①状況把握 
②検診の助成の説明 ③妊娠・出産に向けての正し
い情報提供から始まります。同時に栄養相談も行
う大切な事業です。この時点で対応した保健師が
アセスメントした後、他の保健師たちとカンファ
レンスし特定妊婦と把握した場合、病院へ連絡し
妊婦健診に繋げます。一方、病院の健診で気にな
る妊婦は、病院から連絡があり妊婦訪問（保健
師・在宅保健師）・母親学級に繋がります。

　出産後病院内での育児状況・産婦健診でのエジ
ンバラ検査結果9点以上の場合は、すぐ病院から連
絡があり、町の地区担当保健師が新生児訪問を実
施します。訪問後、支援が必要な場合は、在宅助
産師の訪問・助産師相談・産後センターを紹介し
ます。その後、病院の1か月健診・町の育児学級（2
か月）・乳児健診（4・7・10か月）・幼児健診（1.6・
3歳）の母子保健事業に繋がっています。

　

　保健師活動は「住民のニーズに必要な支援は1本
1本の糸を何層にも織りなす布である。」と例えら
れています。まず住民のニーズを分析しどんな布
が必要かを判断し1本1本の糸は、支援関係者（小児
科・産婦人科医師・助産師・看護師・歯科医師・
住民等）であり、信頼関係を築きあげた支援関係
者を厳選し瞬時に細かな連絡すること（織り）によ
り事業（重層な布）になります。
　また、保健師活動は、変化する社会情勢に合わ
せて変化しています。変化した情勢に合わせた糸
の選出と織り方を工夫する必要があります。その
ためには常に支援関係者（助産師・看護師・医師
等）の信頼関係を構築し連携を密にする努力が必
要と思います。

乳児健診の
個別相談の
様子

　富士河口湖町は、平成19年1町3村が合併、平成30年10月現在人
口26491人、出生率9.7％、年間出生数217人の富士北麓の自然に恵
まれた国際観光地。町内の山梨赤十字病院で8割が出産、低体重児
出生は23人、10.6％、産後健診エジンバラ9点以上は25人、10.8％

母子保健事業と
支援関係機関との連携…
～妊娠期から乳幼児期の切れ目ない支援に向けて～
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